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�愛媛県告示第３５６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ジョー・プラ 松山市朝生田町五丁
目１番２５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社ママイ ほ
か１３者

株式会社ママイ ほ
か１４者

平成２９年
３月１日
ほか

平成２９年
３月１１日

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道美川川内線）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２０８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２０８

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）…２０９
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教育委員会規則

○ 愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………（義務教育課）…２０９

○ 指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則…………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２１８

教育委員会告示

○ 愛媛県指定有形文化財の指定………………………………………………………………………………………………………………………（文化財保護課）…２１９

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の収支報告書の要旨の公表の一部訂正………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…２１９

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

瀬戸内海病院 今治市北宝来町二丁目４
番地９

社会医療法人生
きる会

平成３２年
３月２５日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第２８６０号 平成２９年３月２８日

平成２９年３月２８日火曜日 第２８６０号

愛 媛 県 報

１９７
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３５８号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２９年２月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率 農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分３厘 年１分３厘 年５厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分３厘 年１分３厘 年６厘５毛

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

年１分３厘 年５厘５毛 ６ 診療施設そ

の他の農村に

年１分３厘 年６厘５毛

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号

１９８
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�愛媛県告示第３５９号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、平成２９年４月１日から施行

する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

７ 省略 ７ 省略

改 正 後 改 正 前

（利子補給）

第１条 県は、農業近代化資金融通法（昭和３６年法律第２０２号。以

下「法」という。）第２条第３項に規定する農業近代化資金（以

下「農業近代化資金」という。）を貸し付ける同条第２項各号

に掲げる融資機関（以下「融資機関」という。）に対し、愛媛

県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７号）に定めるもの

のほか、この規程の定めるところにより、当該農業近代化資金に

係る利子補給金を交付する。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類

は、次のとおりとする。

� 畜舎、果樹棚、農機具その他の農作物の生産、流通又は加工

に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金（農地

又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。）

� 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

� 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

� 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の

改良、造成又は復旧に要する資金

� 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理

化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要す

る資金で農林水産大臣が指定するもの

� 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施

設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に

要する資金（法第２条第１項第２号から第４号までに掲げる者

に貸し付けられるものに限る。）

（利子補給）

第１条 県は、農業近代化資金融通法（昭和３６年法律第２０２号。以

下「法」という。）第２条第３項に規定する農業近代化資金（以

下「農業近代化資金」という。）を貸し付ける法第２条第２項各

号に掲げる融資機関（以下「融資機関」という。）に対し、愛媛

県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７号）に定めるもの

のほか、この規程の定めるところにより、当該農業近代化資金に

係る利子補給金を交付する。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

年１分３厘 年１分３厘 年５厘５毛

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号

１９９



� 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認め

て指定する資金

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

も の を 除

く。）

２ 果樹その他

の永年性植物

の植栽又は育

成に要する資

金

同上 同上 同上

３ 乳牛その他

の家畜の購入

又は育成に要

する資金

同上 同上 同上

４ 農林水産大

臣の定める規

模を越えない

規模の農地又

は 牧 野 の 改

良、造成又は

復旧に要する

資金

同上 同上 同上

５ 農業経営の

規模の拡大、

生産方式の合

理化、経営管

理の合理化、

農業従事の態

様の改善その

他の農業経営

の改善に伴い

要する資金で

農林水産大臣

が指定するも

の

同上

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

年１分３厘 年５厘５毛

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号

２００
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�愛媛県告示第３６０号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２９年２月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

７ 前各号に掲

げるもののほ

か農林水産大

臣が特に必要

と認めて指定

する資金

年１分３厘 同上 同上

２ 前項各号に掲げる資金の利子補給率は、知事が別に定める。

（利子補給の額）

第４条 利子補給金の額は、毎年１月１日から６月３０日まで及び７

月１日から１２月３１日までの各期間における農業近代化資金につ

き、第２条第１項各号に掲げる資金ごとの融資平均残高（計算期

間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和をその期間中の

日数で除して得た金額とする。）にそれぞれ当該資金の 利

子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

（利子補給の額）

第４条 利子補給金の額は、毎年１月１日から６月３０日まで及び７

月１日から１２月３１日までの各期間における農業近代化資金につ

き、第２条の表の左欄に掲げる資金ごとの融資平均残高（計算期

間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和をその期間中の

日数で除して得た金額とする。）にそれぞれ当該右欄に掲げる利

子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率 漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ
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和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

貸し

付け

る場

合

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

貸し

付け

る場

合

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水 産 種 苗 生 産 施

設、養 殖 用 作 業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製 氷 冷 凍 施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年５厘

５毛

年５厘

５毛

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水 産 種 苗 生 産 施

設、養 殖 用 作 業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製 氷 冷 凍 施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年６厘

５毛

年６厘

５毛

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送 電 話 施 設 を 含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会 施 設、託 児 施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施 設、下 水 道 施

設、地 域 休 養 施

設、漁 村 広 場 施

設、漁 村 セ ン タ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

同上 年５厘

５毛

年５厘

５毛

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送 電 話 施 設 を 含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会 施 設、託 児 施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施 設、下 水 道 施

設、地 域 休 養 施

設、漁 村 広 場 施

設、漁 村 セ ン タ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

同上 年６厘

５毛

年６厘

５毛
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�愛媛県告示第３６１号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、平成２９年４月１日から施行する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改良、造成又は取

得に必要な資金

改良、造成又は取

得に必要な資金

８ 省略 ８ 省略

改 正 後 改 正 前

（利子補給）

第１条 県は、漁業近代化資金融通法（昭和４４年法律第５２号

）第２条第３項に規定する漁業近代化資金（以下

「漁業近代化資金」という。）を貸し付ける同条第２項各号

に掲げる融資機関（以下「融資機関」という。）に対し、愛媛県

補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７号）に定めるものの

ほか、この規程の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係

る利子補給金を交付する。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類

は、次のとおりとする。

� 総トン数２０トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の

総トン数が２０トン未満である場合におけるその漁船の改造に必

要な資金

� 総トン数２０トン以上の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の

総トン数が２０トン以上である場合におけるその漁船の改造に必

要な資金

� 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供

給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、

水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍

施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設

の改良、造成又は取得に必要な資金（漁船の改造、建造若しく

は取得に必要なもの又は次号若しくは第５号に掲げるものを除

く。）

� 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産

用機具、養殖用餌調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、

養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管

理情報処理用機具の取得に必要な資金

� 漁具、養殖いかだ、はえ縄式養殖施設、仕切網養殖施設、ひ

び建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の

取得に必要な資金

� ぶり、うなぎその他の成育期間が通常１年以上である水産動

植物であつて農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成

に必要な資金（農林水産大臣が指定するものに限る。）

� 漁村情報処理・通信施設（有線放送施設及び有線放送電話施

設を含む。）、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会

施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道

施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村多目的施設、生活安

全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得

（利子補給）

第１条 県は、漁業近代化資金融通法（昭和４４年法律第５２号。以下

「法」という。）第２条第３項に規定する漁業近代化資金（以下

「漁業近代化資金」という。）を貸し付ける法第２条第２項各号

に掲げる融資機関（以下「融資機関」という。）に対し、愛媛県

補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７号）に定めるものの

ほか、この規程の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係

る利子補給金を交付する。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合
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に必要な資金

� 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認め

て指定する資金

る場合 場合

１ 総トン数２０トン

未 満 の 漁 船 の 建

造、取得又は改造

後の漁船の総トン

数が２０トン未満で

ある場合における

その漁船の改造に

必要な資金

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年１分

３厘

年１分

１厘

２ 総トン数２０トン

以 上 の 漁 船 の 建

造、取得又は改造

後の漁船の総トン

数が２０トン以上で

ある場合における

その漁船の改造に

必要な資金

年１分２

厘５毛

年１分

５毛

年１

分２

厘５

毛

年１分

２厘５

毛

年１分

５毛

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水 産 種 苗 生 産 施

設、養 殖 用 作 業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製 氷 冷 凍 施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年５厘

５毛

年５厘

５毛

４ 漁場改良造成用

機具、漁船用油水

供給用機具、水産

種苗生産用機具、

養殖用えさ調製供

給用機具、養殖用

肥 料 薬 剤 施 用 機

具、養殖水産物収

穫用機具、水産物

等運搬用機具又は

生産・経営管理情

報処理用機具の取

得に必要な資金

同上 同上 同上 同上 同上
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５ 漁具、養殖いか

だ、はえなわ式養

殖施設、仕切網養

殖施設、ひび建養

殖施設、浮流し式

のり養殖施設又は

小割り式養殖施設

の取得に必要な資

金

同上 同上 同上 年１分

３厘

年１分

１厘

６ ぶり、うなぎそ

の他の成育期間が

通常１年以上であ

る水産動植物であ

つて農林水産大臣

が定めるものの種

苗の購入又は育成

に必要な資金（農

林水産大臣が指定

す る も の に 限

る。）

同上 同上 同上 同上 同上

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送 電 話 施 設 を 含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会 施 設、託 児 施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施 設、下 水 道 施

設、地 域 休 養 施

設、漁 村 広 場 施

設、漁 村 セ ン タ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年５厘

５毛

年５厘

５毛

８ 前各号に掲げる

もののほか、農林

水産大臣が特に必

要と認めて指定す

る資金

年１分３

厘

年１分

１厘

同上 同上 同上

２ 前項各号に掲げる資金の利子補給率は、知事が別に定める。

（利子補給金の額）

第４条 利子補給金の額は、毎年１月１日から６月３０日まで及び７

月１日から１２月３１日までの各期間における漁業近代化資金につ

き、第２条第１項各号に掲げる資金ごとの融資平均残高（計算期

間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和をその期間中の

日数で除して得た金額とする。）に対し、それぞれ当該資金の

利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

（利子補給金の額）

第４条 利子補給金の額は、毎年１月１日から６月３０日まで及び７

月１日から１２月３１日までの各期間における漁業近代化資金につ

き、第２条の表の左欄に掲げる資金ごとの融資平均残高（計算期

間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和をその期間中の

日数で除して得た金額とする。）に対し、それぞれ当該右欄に掲

げる利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
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�愛媛県告示第３６２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、三島川之江港港湾施設の概要を次のと

おり公示する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３６３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

１６条第１項の規定に基づき、次のように公有水面埋立権の譲渡を許

可した。

平成２９年３月２８日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立権の譲渡の許可年月日

平成２９年３月１７日

２ 埋立権の譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名及び住所

譲渡人

宇和島市土地開発公社

宇和島市曙町１番地

代表者 代表精算人 石橋 寛�
宇和島市栄町港二丁目４番１４号

譲受人

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 宇和島市長 石橋 寛�
宇和島市栄町港二丁目４番１４号

３ 埋立て免許の告示の年月日及び番号

平成１３年３月２日 愛媛県告示第４０９号

４ 埋立ての場所及び譲渡面積

３工区３

愛媛県宇和島市住吉町字立田ケ浦９９４番８から１００９番３に至

る間の地先公有水面

３工区９，３７４．８８平方メートルのうち、４，４４３．６１平方メートル

�������
�愛媛県告示第３６４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び松野町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３６５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

道 路
四国中央市三島中央一丁

目字陣屋２３４２番

延長 ２０．０メートル

幅員 ９．０メートル

道 路 同 上
延長 ２０．０メートル

幅員 ８．０メートル

道 路 同 上
延長 ２０．０メートル

幅員 ８．０メートル

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

宮野谷
４８４－
�－２３
０８�

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮野谷
４８４－
�－２３
０８�

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上組
４８４－
�－２７
６７�

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上組
４８４－
�－２７
６７�

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鈴井
４８４－
�－２７
７１�

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鈴井
４８４－
�－２７
７１�

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野尻
４８４－
�－２７
７３�

北宇和
郡松野
町延野
々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野尻
４８４－
�－２７
７３�

北宇和
郡松野
町延野
々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国木谷
４８４－
�－２７
７７�

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国木谷
４８４－
�－２７
７７�

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浅辺川
４８４－
１５０６

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 浅辺川
４８４－
１５０６

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

古市場
川
４８４－
１５１７

北宇和
郡松野
町富岡
（次の
図のと
おり）

土石流

小風呂
川
４８４－
１５２９－
２

北宇和
郡松野
町吉野
（次の
図のと
おり）

土石流

小風呂
川
４８４－
１５２９－
３

北宇和
郡松野
町吉野
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び松野町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３６６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

が終了した旨の通知があった。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値写真（デジタル）地上画素寸法１２・

２０�）
２ 作業期間 平成２８年７月２８日から

平成２９年３月１０日まで

３ 作業地域 四国中央市全域

�������
�愛媛県告示第３６７号
国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定に基

づき、平成１４年５月３１日改定した愛媛県土地利用基本計画の一部を

次のように変更した。

変更後の土地利用基本計画図は、愛媛県庁、各市役所及び各町役

場において一般の縦覧に供する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

別添土地利用基本計画図の一部を次のように改める。

（図面省略）

�愛媛県告示第３６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年３月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

百合谷
川
４８４－
１５３３

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 百合谷
川
４８４－
１５３３

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南宮の
川
４８４－
１５３９

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

土石流 南宮の
川
４８４－
１５３９

北宇和
郡松野
町奥野
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

保戸峰
川
４８４－
１５０７

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 保戸峰
川
４８４－
１５０７

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中組川
４８４－
１５１２

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 中組川
４８４－
１５１２

北宇和
郡松野
町目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中地吉
川
４８４－
１５１４

北宇和
郡松野
町富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 中地吉
川
４８４－
１５１４

北宇和
郡松野
町富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

吹野々
川
４８４－
１５１８

北宇和
郡松野
町豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 吹野々
川
４８４－
１５１８

北宇和
郡松野
町豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西富岡
川
４８４－
１５２０

北宇和
郡松野
町豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西富岡
川
４８４－
１５２０

北宇和
郡松野
町豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

スナダ
川
４８４－
１５２３－
２

北宇和
郡松野
町豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 スナダ
川
４８４－
１５２３－
２

北宇和
郡松野
町豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小風呂
川
４８４－
１５２９－
１

北宇和
郡松野
町吉野
（次の
図のと
おり）

土石流 小風呂
川
４８４－
１５２９－
１

北宇和
郡松野
町吉野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西延行
川
４８４－
１５３１－
１

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西延行
川
４８４－
１５３１－
１

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西延行
川
４８４－
１５３１－
２

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西延行
川
４８４－
１５３１－
２

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西延行
川
４８４－
１５３１－
３

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西延行
川
４８４－
１５３１－
３

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西延行
川
４８４－
１５３１－
４

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西延行
川
４８４－
１５３１－
４

北宇和
郡松野
町蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４６号

平成２９年３月１７日
伊予郡松前町大字中川原字木下６２５番及び水路

松山市古川西三丁目１番１号

�コーシンコンストラクション
代表取締役 福 枡 浩 司
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�愛媛県告示第３６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年３月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第３７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４７号

平成２９年３月１７日
伊予市米湊字野中１３６４番６、１３７０番

長崎県大村市富の原１丁目１１１３番１

社会福祉法人くじら

理事 田 � 耕太郎

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町笠方１９３７番３地先から

同町笠方１９３６番地先まで
旧 ５．３～１１．２ ０．０５６

上浮穴郡�万高原町笠方１９３２番６から

同町笠方１９３３番４まで
新 ５．３～２２．８ ０．０５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町笠方１９３２番６から

同町笠方１９３３番４まで
平成２９年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川川内線

上浮穴郡�万高原町直瀬甲１０４７番１地先から

同町直瀬甲１０２１番２地先まで
旧 ４．０～５．６ ０．０８３

上浮穴郡�万高原町直瀬甲１０４７番３から

同町直瀬甲１０２１番２まで
新 ７．２～１０．９ ０．０８３

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号
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教育委員会規則

�愛媛県告示第３７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年３月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会規則第３号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川川内線
上浮穴郡�万高原町直瀬甲１０４７番３から

同町直瀬甲１０２１番２まで
平成２９年３月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町明神４２７番から

同町明神４２８番１まで

旧 ４．６２～６．１７ ０．１０９

新 ８．４９～１７．８４ ０．１０９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町俵津３番耕地６番１６から

同町俵津１番耕地５３７番４地先まで
平成２９年３月２９日

〃 〃
西予市明浜町俵津３番耕地１４６番２１から

同町俵津３番耕地１４６番１９まで
〃

改 正 後 改 正 前

（単位の修得方法）

第５条 他の種類の免許状を取得する場合の単位の修得方法につい

ては、次の表（第１表から第２４表まで）の定めるところによる。

第１表

（単位の修得方法）

第５条 他の種類の免許状を取得する場合の単位の修得方法につい

ては、次の表（第１表から第１９表まで）の定めるところによる。

第１表

免

許

状

授

受けよう

とする免

在

職

総

単

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

免

許

状

授

受けよう

とする免

在

職

総

単

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号

２０９



与

の

根

拠

許状の種

類

年

数

位

数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

与

の

根

拠

許状の種

類

年

数

位

数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

法

別

表

第

３

幼稚園教

諭１種免

許状

５ ４５ ４ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

２０ 第１５表に

よる。

省略 法

別

表

第

３

幼稚園教

諭１種免

許状

５ ４５ ４ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

２０ 第１４表に

よる。

省略

省

略

省

略

省略 省略

第２表 第２表

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

法

別

表

第

３

小学校教

諭１種免

許状

５ ４５ ４ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

２１ 第１６表に

よる。

省略 法

別

表

第

３

小学校教

諭１種免

許状

５ ４５ ４ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

２１ 第１５表に

よる。

省略

省

略

省

略

省略 省略

第３表 第３表

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

法

別

表

第

３

中学校教

諭１種免

許状

５ ４５ １０ 第１４表に

よる。

１６ 第１７表に

よる。

省略 法

別

表

第

３

中学校教

諭１種免

許状

５ ４５ １０ 第１３表に

よる。

１６ 第１６表に

よる。

省略

省

略

省

略

省略 省略

第４表 第４表

免

許

状 受けよう 在 総

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

免

許

状 受けよう 在 総

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目
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授

与

の

根

拠

とする免

許状の種

類

職

年

数

単

位

数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

授

与

の

根

拠

とする免

許状の種

類

職

年

数

単

位

数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

法

別

表

第

３

高等学校

教諭１種

免許状

５ ４５ １０ 第１４表に

よる。

１２ 第１８表に

よる。

省略 法

別

表

第

３

高等学校

教諭１種

免許状

５ ４５ １０ 第１３表に

よる。

１２ 第１７表に

よる。

省略

省

略

省

略

第５表 第５表

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

備考

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

備考
単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

法

附

則

第

５

項

中学校教

諭１種免

許状

基礎資格

番号

１号

１０ １０ ４ 第１４表に

よる。

６ 第１７表に

よる。

省略 法

附

則

第

５

項

中学校教

諭１種免

許状

基礎資格

番号

１号

１０ １０ ４ 第１３表に

よる。

６ 第１６表に

よる。

省略

省略 省略

高等学校

教諭専修

免許状

基礎資格

番号

４号

５ １０ ６ 同上 ４ 第１８表に

よる。

省略 高等学校

教諭専修

免許状

基礎資格

番号

４号

５ １０ ６ 同上 ４ 第１７表に

よる。

省略

省略 省略

第６表 第６表

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けようと

する免許状

の種類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関する科

目

教職に関する科

目

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けようと

する免許状

の種類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関する科

目

教職に関する科

目

単位

数

最低修得

単位の配

分

単位

数

最低修得

単位の配

分

単位

数

最低修得

単位の配

分

単位

数

最低修得

単位の配

分

法

附

則

第

９

項

高等学校教

諭１種免許

状（実習）

（イ）

３ １０ ５ 第１４表に

よる。

５ 第１８表に

よる。

法

附

則

第

９

項

高等学校教

諭１種免許

状（実習）

（イ）

３ １０ ５ 第１３表に

よる。

５ 第１７表に

よる。

省略 省略

第７表 第７表
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免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

法

施

行

規

則

第

１２

条

（

大

学

３

年

以

上

在

学

者

）

幼稚園教

諭１種免

許状

３ ２５ ２ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

１２ 第１５表に

よる。

省略 法

施

行

規

則

第

１２

条

（

大

学

３

年

以

上

在

学

者

）

幼稚園教

諭１種免

許状

３ ２５ ２ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

１２ 第１４表に

よる。

省略

省

略

省

略

小学校教

諭１種免

許状

３ ２５ ２ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

１３ 第１６表に

よる。

省略 小学校教

諭１種免

許状

３ ２５ ２ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

１３ 第１５表に

よる。

省略

省

略

省

略

中学校教

諭１種免

許状

３ ２５ ６ 第１４表に

よる。

１０ 第１７表に

よる。

省略 中学校教

諭１種免

許状

３ ２５ ６ 第１３表に

よる。

１０ 第１６表に

よる。

省略

省

略

省

略

高等学校

教諭１種

免許状

３ ２５ ５ 同上 ７ 第１８表に

よる。

省略 高等学校

教諭１種

免許状

３ ２５ ５ 同上 ７ 第１７表に

よる。

省略

省

略

省

略

第８表 第８表

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

免

許

状

授

与

の

根

拠

受けよう

とする免

許状の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目

教科又は

教職に関

する科目

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単位数

２９

年

改

正

法

附

則

高等学校

教諭１種

免許状

１０ ９０ ２０ 法施行規

則第５条

に定める

ところに

よる。

２４ 第１８表に

よる。

省略 ２９

年

改

正

法

附

則

高等学校

教諭１種

免許状

１０ ９０ ２０ 法施行規

則第５条

に定める

ところに

よる。

２４ 第１７表に

よる。

省略

１１ ８５ １９ 第１４表に

よる。

省

略

１１ ８５ １９ 第１３表に

よる。

省

略
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第

８

項

省

略

第

８

項

省

略

省

略

省

略

２９

年

改

正

法

附

則

第

１１

項

小学校教

諭２種免

許状

３ １５ ５ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１６表に

よる。

２９

年

改

正

法

附

則

第

１１

項

小学校教

諭２種免

許状

３ １５ ５ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１５表に

よる。

省

略

省

略

中学校教

諭２種免

許状

３ １５ １０ 第１４表に

よる。

中学校教

諭２種免

許状

３ １５ １０ 第１３表に

よる。

４ １０ ３ 同上 ６ 第１７表に

よる。

省略 ４ １０ ３ 同上 ６ 第１６表に

よる。

省略

幼稚園教

諭２種免

許状

３ １５ ５ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１５表に

よる。

幼稚園教

諭２種免

許状

３ １５ ５ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１４表に

よる。

省

略

省

略

２９

年

改

正

法

附

則

第

１２

項

小学校教

諭２種免

許状

１ １０ ５ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１６表に

よる。

２９

年

改

正

法

附

則

第

１２

項

小学校教

諭２種免

許状

１ １０ ５ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１５表に

よる。

幼稚園教

諭２種免

許状

１ １０ ５ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１５表に

よる。

幼稚園教

諭２種免

許状

１ １０ ５ 法施行規

則第２条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１４表に

よる。

２９

年

改

正

法

附

則

第

１３

項

小学校教

諭２種免

許状

５ １０ ５ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１６表に

よる。

２９

年

改

正

法

附

則

第

１３

項

小学校教

諭２種免

許状

５ １０ ５ 法施行規

則第３条

第１項に

定めると

ころによ

る。

５ 第１５表に

よる。

第９表 第９表

免許 受けよう 在 総
教科に関す

る科目

教職に関す

る科目
免許 受けよう 在 総

教科に関す

る科目

教職に関す

る科目
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状授

与の

根拠

とする免

許状の種

類

職

年

数

単

位

数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

備考
状授

与の

根拠

とする免

許状の種

類

職

年

数

単

位

数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

備考

法別

表第

５

中学校教

諭１種免

許状（実

習）

３ １５ １０ 第１４表に

よる。

５ 第１７表に

よる。

法別

表第

５

中学校教

諭１種免

許状（実

習）

３ １５ １０ 第１３表に

よる。

５ 第１６表に

よる。

省

略

省

略

省略 省略

高等学校

教諭１種

免許状

（実習）

３ １０ ５ 同上 ５ 第１８表に

よる。

高等学校

教諭１種

免許状

（実習）

３ １０ ５ 同上 ５ 第１７表に

よる。

省略 省略

備

考

４

中学校教

諭２種免

許状（実

習）

６ １０ ５ 同上 ５ 第１７表に

よる。

省略 備

考

４

中学校教

諭２種免

許状（実

習）

６ １０ ５ 同上 ５ 第１６表に

よる。

省略

第１０表 第１０表

免許状

授与の

根拠

受け

よう

とす

る免

許状

の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

養護に関す

る科目

教職に関す

る科目

養護又

は教職

に関す

る科目

免許状

授与の

根拠

受け

よう

とす

る免

許状

の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

養護に関す

る科目

教職に関す

る科目

養護又

は教職

に関す

る科目

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単位数

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単位数

法別表

第６

養護

教諭

１種

免許

状

３ ２０ ８ 衛生学及

び公衆衛

生学（予

防医学を

含む。）

１、看護

学（救急

処置を含

む。）２

６ 第１９表

によ

る。

省略 法別表

第６

養護

教諭

１種

免許

状

３ ２０ ８ 衛生学及

び公衆衛

生学（予

防医学を

含む。）

１、看護

学（救急

処置を含

む。）２

６ 第１８表

によ

る。

省略

省

略

省

略

省略 省略

省略 省略

法施

行規

則第

１２条

（大

学３

年以

上在

学

者）

養護

教諭

１種

免許

状

１ １０ ４ 看護学

（救急処

置を含

む。）１

３ 第１９表

によ

る。

省略 法施

行規

則第

１２条

（大

学３

年以

上在

学

者）

養護

教諭

１種

免許

状

１ １０ ４ 看護学

（救急処

置を含

む。）１

３ 第１８表

によ

る。

省略

省略 省略
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備考１・２ 省略

第１１表

備考１・２ 省略

第１１表

免許

状授

与の

根拠

受け

よう

とす

る免

許状

の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

管理栄養士

学校指定規

則（昭和４１

年文部省・

厚生省令第

２号）別表

第１に掲げ

る教育内容

に係る科目

栄養に係る

教育に関す

る科目

教職に関す

る科目
免許

状授

与の

根拠

受け

よう

とす

る免

許状

の種

類

在

職

年

数

総

単

位

数

管理栄養士

学校指定規

則（昭和４１

年文部省・

厚生省令第

２号）別表

第１に掲げ

る教育内容

に係る科目

栄養に係る

教育に関す

る科目

教職に関す

る科目

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単

位

数

最低修得

単位の配

分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

法別

表第

６の

２

栄養

教諭

１種

免許

状

３ ４０ ３２

当該教育

内容に係

る科目の

うち１以

上の科目

２

法施行

規則第

１０条の

３に定

めると

ころに

よる。

６

第２０表

によ

る。

法別

表第

６の

２

栄養

教諭

１種

免許

状

３ ４０ ３２

当該教育

内容に係

る科目の

うち１以

上の科目

２

法施行

規則第

１０条の

３に定

めると

ころに

よる。

６

第１９表

によ

る。

省

略

省

略

省

略

省

略

第１２表 省略

第１３表

第１２表 省略

免

許

状

授

与

の

根

拠

受け

よう

とす

る免

許状

の種

類

有す

るこ

とを

必要

とす

る学

校の

免許

状

在

職

年

数

総

単

位

数

教科に関す

る科目

教職に関

する科目

教科又は

教職に関

する科目

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

単

位

数

最低修

得単位

の配分

法

施

行

規

則

第

１８

条

の

２

の

表

備

考

第

幼稚

園教

諭２

種免

許状

小学

校教

諭普

通免

許状

１ ３ ３ 第２１表

によ

る。

小学

校教

諭２

種免

許状

幼稚

園教

諭普

通免

許状

１ １０ １０ 第２２表

によ

る。

２ ７ ７ 同上

中学

校教

諭普

通免

許状

１ ９ ９ 同上

２ ６ ６ 同上
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４

号

中学

校教

諭２

種免

許状

小学

校教

諭普

通免

許状

１ １１ ７ 法施行

規則第

１８条の

２の表

備考第

１号に

定める

ところ

によ

る。

４ 第２３表

によ

る。

２ ８ ５ 同上 ３ 同上

３ ７ ５ 同上 ２ 同上

高等

学校

教諭

普通

免許

状

１ ６ ３ 同上 ３ 法施行

規則第

１８条の

２の表

備考第

３号に

定める

ところ

によ

る。

２ ５ ３ 同上 ２ 同上

高等

学校

教諭

１種

免許

状

中学

校教

諭普

通免

許状

（２

種免

許状

を除

く。

）

１ ９ ３ 第２４表

によ

る。

６ 同上

２ ６ ２ 同上 ４ 同上

第１４表 省略

第１５表 省略

第１６表 省略

第１７表 省略

第１８表 省略

第１９表 省略

第２０表 省略

第２１表

第１３表 省略

第１４表 省略

第１５表 省略

第１６表 省略

第１７表 省略

第１８表 省略

第１９表 省略

受けようとす

る免許状の種

類

有することを

必要とする学

校の免許状

単

位

数

最低修得単位数

教育課程及び指導法に関

する科目

保育内容の指導法

幼稚園教諭２

種免許状

小学校教諭普

通免許状

３ ３

第２２表
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受けようと

する免許状

の種類

有すること

を必要とす

る学校の免

許状

単

位

数

最低修得単位数

教育課程及び指

導法に関する科

目

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目

各教科

の指導

法

道徳の

指導法

小学校教諭

２種免許状

幼稚園教諭

普通免許状

１０ ７ １ ２

７ ５ １ １

中学校教諭

普通免許状

９ ７ ２

６ ５ １

備考１ 各教科の指導法の単位の修得方法は、法施行規則第１８条

の２の表備考第２号に定めるところによる。ただし、最低

修得単位数が７単位の場合にあつては５以上の教科の指導

法及びこれらのうち２以上について２単位以上又は４以上

の教科の指導法及びこれらのうち３以上について２単位以

上を修得するものとし、最低修得単位数が５単位の場合に

あつては５以上の教科の指導法についてそれぞれ１単位以

上、４以上の教科の指導法及びこれらのうち１以上につい

て２単位以上又は３以上の教科の指導法及びこれらのうち

２以上について２単位以上を修得するものとする。

２ 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目は、生

徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導

の理論及び方法の事項を１以上含むものとする。

第２３表

受けようと

する免許状

の種類

有すること

を必要とす

る学校の免

許状

単

位

数

最低修得単位数

教育課程及び指

導法に関する科

目

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

等に関する

科目

各教科

の指導

法

道徳の

指導法

中学校教諭

２種免許状

小学校教諭

普通免許状

４ ２ ２

３ １ ２

２ １ １

高等学校教

諭普通免許

状

３ １ １ １

備考１ 各教科の指導法の単位の修得方法は、法施行規則第１８条

の２の表備考第２号に定めるところによる。

２ 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目は、生

徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導

の理論及び方法の事項を１以上含むものとする。

第２４表

受けようとす

る免許状の種

有することを

必要とする学

単

位

最低修得単位数

教育課程及

び指導法に

関する科目

生徒指導、

教育相談及

び進路指導

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号

２１７



��������������

附 則

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第４号
指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則

指導力不足等教員の取扱いに関する規則（平成１５年愛媛県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

類 校の免許状 数
各教科の指

導法

等に関する

科目

高等学校教諭

１種免許状

中学校教諭普

通免許状（２

種免許状を除

く。）

３ １ ２

２ １ １

備考１ 各教科の指導法の単位の修得方法は、法施行規則第１８条

の２の表備考第２号に定めるところによる。

２ 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目は、生

徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導

の理論及び方法の事項を１以上含むものとする。

２ 省略

３ 第１項の表第１５表から第２０表までにおいて、不足する単位数に

ついては、それぞれの表に規定する教職に関する科目のうちから

修得しなければならない。

４ 第１項の表第１７表及び第１８表において、法施行規則第６条の規

定により教育課程及び指導法に関する科目に含めることが必要な

事項とされている各教科の指導法の単位は、受けようとする免許

教科ごとに修得しなければならない。

２ 省略

３ 第１項の表第１４表から第１９表までにおいて、不足する単位数に

ついては、それぞれの表に規定する教職に関する科目のうちから

修得しなければならない。

４ 第１項の表第１６表及び第１７表において、法施行規則第６条の規

定により教育課程及び指導法に関する科目に含めることが必要な

事項とされている各教科の指導法の単位は、受けようとする免許

教科ごとに修得しなければならない。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号。以

下「教特法」という。）第２５条第５項及び第６項 並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「地教行法」という。）第４７条の２第２項に規定する手続の

ほか、児童又は生徒に対する指導が不適切である教員の取扱いに

関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この規則において「指導改善研修」とは、教特法第２５条第１項

に規定する研修をいう。

（愛媛県教員の資質向上審査委員会）

第５条 省略

２ 審査委員会は、教特法第２５条第５項 に規定する者のうちか

ら教育長が委嘱し、又は命じる６名以内の委員（以下「委員」と

いう。）をもって組織する。

３・４ 省略

（趣旨）

第１条 この規則は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号。以

下「教特法」という。）第２５条の２第５項及び第６項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「地教行法」という。）第４７条の２第２項に規定する手続の

ほか、児童又は生徒に対する指導が不適切である教員の取扱いに

関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この規則において「指導改善研修」とは、教特法第２５条の２第

１項に規定する研修をいう。

（愛媛県教員の資質向上審査委員会）

第５条 省略

２ 審査委員会は、教特法第２５条の２第５項に規定する者のうちか

ら教育長が委嘱し、又は命じる６名以内の委員（以下「委員」と

いう。）をもって組織する。

３・４ 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月２８日 第２８６０号

２１８



教育委員会告示

選挙管理委員会告示

附 則

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会告示第１号
愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）第１０条第１項の規定に基づき、次のとおり愛媛県指定有形文化財に指定する。

平成２９年３月２８日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

指定する有形文化財

�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、次の政治団体から訂正の

報告があったので、同法第２０条第１項の規定に基づき、政治団体の収支報告書の要旨の公表（平成２５年１１月愛媛県選挙管理委員会告示８９号、

平成２６年１１月愛媛県選挙管理委員会告示第８０号、平成２７年１１月愛媛県選挙管理委員会告示第９３号及び平成２８年１１月愛媛県選挙管理委員会告

示第６２号別記）の一部を次のとおり訂正する。

平成２９年３月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成２４年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県法面工事業支部

報告年月日 Ｈ２５．６．２４

１ 収 入 総 額 １１７，４９２円

前年繰越額 ５３，５３６円

本年収入額 ６３，９５６円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 １１７，４９２円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（５７人） ６３，９５０円

その他の収入 ６円

１件１０万円未満のもの ６円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県法面工事業支部

報告年月日 Ｈ２５．６．２４

１ 収 入 総 額 １０７，４９２円

名 称 所 在 地 所 有 者 員 数

予章記
附 紙本墨書南明東湖由来書 １通 西条市北条６５５番地 西条市北条６５５番地

宗教法人長福寺 １冊

大型器台
釜ノ口遺跡出土 松山市南斎院町乙６７番地６ 松山市二番町四丁目７番地２

松山市 １箇

大型器台
土壇原北遺跡出土 松山市衣山四丁目６８番地１ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県 １箇

大型器台
北井門遺跡出土 松山市衣山四丁目６８番地１ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県 ２箇
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前年繰越額 ５３，５３６円

本年収入額 ５３，９５６円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 １０７，４９２円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（５７人） ５３，９５０円

その他の収入 ６円

１件１０万円未満のもの ６円

平成２５年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県法面工事業支部

報告年月日 Ｈ２６．２．５

１ 収 入 総 額 １７１，４６２円

前年繰越額 １１７，４９２円

本年収入額 ５３，９７０円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 １７１，４６２円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（５７人） ５３，９５０円

その他の収入 ２０円

１件１０万円未満のもの ２０円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県法面工事業支部

報告年月日 Ｈ２６．２．５

１ 収 入 総 額 １６１，４６２円

前年繰越額 １０７，４９２円

本年収入額 ５３，９７０円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 １６１，４６２円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（５７人） ５３，９５０円

その他の収入 ２０円

１件１０万円未満のもの ２０円

平成２６年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県参議院選挙区第一支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

公職の候補者の氏名 井原 巧

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 Ｈ２７．６．１

１ 収 入 総 額 ２２，７６３，１２６円

前年繰越額 １０，０１１，７３９円

本年収入額 １２，７５１，３８７円

２ 支 出 総 額 １５，０４８，９５１円

３ 翌 年 繰 越 額 ７，７１４，１７５円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（３０６人） ２４８，７５０円

寄附 ５００，０００円

団体分 ５００，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １２，０００，０００円

自由民主党本部 １２，０００，０００円
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その他の収入 ２，６３７円

１件１０万円未満のもの ２，６３７円

５ 寄 附 の 内 訳

（団体分）

ゴウダ ５００，０００円 四国中央市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １０，００５，１４９円

人件費 ３，６３７，９６５円

光熱水費 ５６，５６１円

備品・消耗品費 ４，２２２，３１７円

事務所費 ２，０８８，３０６円

政治活動費 ５，０４３，８０２円

組織活動費 ４，４３７，３４８円

機関紙誌の発行その他の事業費 ６０４，５１４円

宣伝事業費 ６０４，５１４円

調査研究費 １，９４０円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県参議院選挙区第一支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

公職の候補者の氏名 井原 巧

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 Ｈ２７．６．１

１ 収 入 総 額 ２２，７６３，１２６円

前年繰越額 １０，０１１，７３９円

本年収入額 １２，７５１，３８７円

２ 支 出 総 額 １５，００５，７５１円

３ 翌 年 繰 越 額 ７，７５７，３７５円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（３０６人） ２４８，７５０円

寄附 ５００，０００円

団体分 ５００，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １２，０００，０００円

自由民主党本部 １２，０００，０００円

その他の収入 ２，６３７円

１件１０万円未満のもの ２，６３７円

５ 寄 附 の 内 訳

（団体分）

ゴウダ ５００，０００円 四国中央市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １０，００５，１４９円

人件費 ３，６３７，９６５円

光熱水費 ５６，５６１円

備品・消耗品費 ４，２２２，３１７円

事務所費 ２，０８８，３０６円

政治活動費 ５，０００，６０２円

組織活動費 ４，３９４，１４８円

機関紙誌の発行その他の事業費 ６０４，５１４円

宣伝事業費 ６０４，５１４円

調査研究費 １，９４０円

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

公職の候補者の氏名 村上 誠一郎
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公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 Ｈ２７．５．２７

１ 収 入 総 額 ４９，４３８，６５２円

前年繰越額 ４，６８４，１７５円

本年収入額 ４４，７５４，４７７円

２ 支 出 総 額 ４８，３７４，６０３円

３ 翌 年 繰 越 額 １，０６４，０４９円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（４，２７７人） ４，２４４，５００円

寄附 １８，６３０，０００円

個人分 ２，２２０，０００円

団体分 ２，４１０，０００円

政治団体分 １４，０００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ２，３７９，０００円

賀詞交歓会事業 ２，３７９，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １９，５００，０００円

自由民主党本部 １９，５００，０００円

その他の収入 ９７７円

１件１０万円未満のもの ９７７円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

佐 藤 洋 一 １，５００，０００円 千葉県柏市

三 宅 篤 １００，０００円 今 治 市

佐 伯 正 孝 ５００，０００円 埼玉県さいたま市

岡 田 美保子 ９０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの ３０，０００円

（団体分）

今治合同製パン １００，０００円 今 治 市

潮冷熱 １００，０００円 今 治 市

愛媛シールド工業 １００，０００円 松 山 市

瀬戸内ギフト １００，０００円 今 治 市

西岡建設 １００，０００円 内 子 町

日鮮海運 １００，０００円 今 治 市

伯方環境センター ２００，０００円 今 治 市

芳栄工業 １００，０００円 今 治 市

渡辺建設 １００，０００円 伊 予 市

協和歯研 １００，０００円 今 治 市

松南園 １２０，０００円 松 山 市

東邦電気 ４８０，０００円 神奈川県横浜市

伯方造船 ２４０，０００円 今 治 市

マルマストリグ １２０，０００円 今 治 市

仙波工業 １００，０００円 栃木県宇都宮市

松浦印刷 １００，０００円 群馬県高崎市

年間５万円以下のもの １５０，０００円

（政治団体分）

信誠会 １１，２７０，０００円 東京都千代田区

全国理容政治連盟中央会 １００，０００円 東京都渋谷区

愛媛県医師連盟 １，１００，０００円 松 山 市

愛媛県農政同志会 １５０，０００円 松 山 市

愛媛県社会福祉労務士政治連盟 １００，０００円 松 山 市

愛媛県不動産政治連盟 １００，０００円 松 山 市

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ５００，０００円 松 山 市

日本果樹農政協議会 １００，０００円 東京都大田区
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愛媛県歯科医師連盟 ３００，０００円 松 山 市

日本酪農政治連盟 １００，０００円 東京都渋谷区

年間５万円以下のもの １８０，０００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １７，３９５，１９７円

人件費 １２，８８０，３５１円

光熱水費 ２６９，９５１円

備品・消耗品費 １，７０４，３５１円

事務所費 ２，５４０，５４４円

政治活動費 ３０，９７９，４０６円

組織活動費 ５０５，８３６円

選挙関係費 ５，０００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４，３８８，６５２円

宣伝事業費 ２，０９５，５２７円

その他の事業費 ２，２９３，１２５円

寄附・交付金 ２１，０８４，９１８円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） １６，３４４，５００円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

公職の候補者の氏名 村上 誠一郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 Ｈ２７．５．２７

１ 収 入 総 額 ４９，４３８，６５２円

前年繰越額 ４，６８４，１７５円

本年収入額 ４４，７５４，４７７円

２ 支 出 総 額 ４８，２３０，９０９円

３ 翌 年 繰 越 額 １，２０７，７４３円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（４，２７７人） ４，２４４，５００円

寄附 １８，６３０，０００円

個人分 ２，２２０，０００円

団体分 ２，４１０，０００円

政治団体分 １４，０００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業による収入 ２，３７９，０００円

賀詞交歓会事業 ２，３７９，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 １９，５００，０００円

自由民主党本部 １９，５００，０００円

その他の収入 ９７７円

１件１０万円未満のもの ９７７円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

佐 藤 洋 一 １，５００，０００円 千葉県柏市

三 宅 篤 １００，０００円 今 治 市

佐 伯 正 孝 ５００，０００円 埼玉県さいたま市

岡 田 美保子 ９０，０００円 松 山 市

年間５万円以下のもの ３０，０００円

（団体分）

今治合同製パン １００，０００円 今 治 市

潮冷熱 １００，０００円 今 治 市

愛媛シールド工業 １００，０００円 松 山 市

瀬戸内ギフト １００，０００円 今 治 市

西岡建設 １００，０００円 内 子 町
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日鮮海運 １００，０００円 今 治 市

伯方環境センター ２００，０００円 今 治 市

芳栄工業 １００，０００円 今 治 市

渡辺建設 １００，０００円 伊 予 市

協和歯研 １００，０００円 今 治 市

松南園 １２０，０００円 松 山 市

東邦電気 ４８０，０００円 神奈川県横浜市

伯方造船 ２４０，０００円 今 治 市

マルマストリグ １２０，０００円 今 治 市

仙波工業 １００，０００円 栃木県宇都宮市

松浦印刷 １００，０００円 群馬県高崎市

年間５万円以下のもの １５０，０００円

（政治団体分）

信誠会 １１，２７０，０００円 東京都千代田区

全国理容政治連盟中央会 １００，０００円 東京都渋谷区

愛媛県医師連盟 １，１００，０００円 松 山 市

愛媛県農政同志会 １５０，０００円 松 山 市

愛媛県社会福祉労務士政治連盟 １００，０００円 松 山 市

愛媛県不動産政治連盟 １００，０００円 松 山 市

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ５００，０００円 松 山 市

日本果樹農政協議会 １００，０００円 東京都大田区

愛媛県歯科医師連盟 ３００，０００円 松 山 市

日本酪農政治連盟 １００，０００円 東京都渋谷区

年間５万円以下のもの １８０，０００円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １７，２５１，５０３円

人件費 １２，８８０，３５１円

光熱水費 ２６９，９５１円

備品・消耗品費 １，７０４，３５１円

事務所費 ２，３９６，８５０円

政治活動費 ３０，９７９，４０６円

組織活動費 ５０５，８３６円

選挙関係費 ５，０００，０００円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４，３８８，６５２円

宣伝事業費 ２，０９５，５２７円

その他の事業費 ２，２９３，１２５円

寄附・交付金 ２１，０８４，９１８円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） １６，３４４，５００円

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県法面工事業支部

報告年月日 Ｈ２７．２．２

１ 収 入 総 額 ２２５，４４０円

前年繰越額 １７１，４６２円

本年収入額 ５３，９７８円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 ２２５，４４０円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（５７人） ５３，９５０円

その他の収入 ２８円

１件１０万円未満のもの ２８円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県法面工事業支部

報告年月日 Ｈ２７．２．２
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１ 収 入 総 額 ２１５，４４０円

前年繰越額 １６１，４６２円

本年収入額 ５３，９７８円

２ 支 出 総 額 ０円

３ 翌 年 繰 越 額 ２１５，４４０円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（５７人） ５３，９５０円

その他の収入 ２８円

１件１０万円未満のもの ２８円

国会議員関係政治団体（政党の支部を除く。）

（訂正後）

政治団体の名称 井原たくみ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体かつ法第１９条の７第１項第２号に係る国会議

員関係政治団体

公職の候補者の氏名 井原 巧

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 井原 巧

資金管理団体の届出に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 Ｈ２７．６．１

１ 収 入 総 額 ３，６０１，５８３円

前年繰越額 ４４７，５０３円

本年収入額 ３，１５４，０８０円

２ 支 出 総 額 ２，５２４，４５４円

３ 翌 年 繰 越 額 １，０７７，１２９円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７７人） １５４，０００円

寄附 ３，０００，０００円

個人分 １，５００，０００円

政治団体分 １，５００，０００円

その他の収入 ８０円

１件１０万円未満のもの ８０円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

井 原 巧 １，５００，０００円 四国中央市

（政治団体分）

清和政策研究会 １，５００，０００円 東京都千代田区

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２，０９５，９９２円

人件費 １，０２０，０００円

光熱水費 ４１７，９０２円

備品・消耗品費 ９１，４６５円

事務所費 ５６６，６２５円

政治活動費 ４２８，４６２円

組織活動費 ４２８，４６２円

（訂正前）

政治団体の名称 井原たくみ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体かつ法第１９条の７第１項第２号に係る国会議

員関係政治団体

公職の候補者の氏名 井原 巧

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 井原 巧

資金管理団体の届出に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 Ｈ２７．６．１
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１ 収 入 総 額 ３，６０１，５８３円

前年繰越額 ４４７，５０３円

本年収入額 ３，１５４，０８０円

２ 支 出 総 額 ２，５６７，６５４円

３ 翌 年 繰 越 額 １，０３３，９２９円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（７７人） １５４，０００円

寄附 ３，０００，０００円

個人分 １，５００，０００円

政治団体分 １，５００，０００円

その他の収入 ８０円

１件１０万円未満のもの ８０円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

井 原 巧 １，５００，０００円 四国中央市

（政治団体分）

清和政策研究会 １，５００，０００円 東京都千代田区

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２，０９５，９９２円

人件費 １，０２０，０００円

光熱水費 ４１７，９０２円

備品・消耗品費 ９１，４６５円

事務所費 ５６６，６２５円

政治活動費 ４７１，６６２円

組織活動費 ４７１，６６２円

平成２７年分

国会議員関係政治団体（政党の支部を除く。）

（訂正後）

政治団体の名称 横山博幸後援会「幸縁の会」

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体かつ法第１９条の７第１項第２号に係る国会議

員関係政治団体

公職の候補者の氏名 横山 博幸

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 Ｈ２８．４．２５

１ 収 入 総 額 ５，０１０，０００円

本年収入額 ５，０１０，０００円

２ 支 出 総 額 ４，８０７，５３３円

３ 翌 年 繰 越 額 ２０２，４６７円

４ 本年収入の内訳

寄附 ５，０１０，０００円

個人分 ３，０１０，０００円

政治団体分 ２，０００，０００円

５ 寄附の内訳

（個人分）

横 山 博 幸 １，５００，０００円 東 温 市

筒 井 大 八 １，５００，０００円 高知県宿毛市

年間５万円以下のもの １０，０００円

（政治団体分）

維新の党本部 ２，０００，０００円 東京都千代田区

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ４，５１７，３５６円

人件費 １，００７，１４０円

光熱水費 １８４，４９４円
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備品・消耗品費 １３４，４２７円

事務所費 ３，１９１，２９５円

政治活動費 ２９０，１７７円

組織活動費 ２４２，８７７円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４７，３００円

宣伝事業費 ４７，３００円

（訂正前）

政治団体の名称 横山博幸後援会「幸縁の会」

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体かつ法第１９条の７第１項第２号に係る国会議

員関係政治団体

公職の候補者の氏名 横山 博幸

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 Ｈ２８．４．２５

１ 収 入 総 額 ５，０１０，０００円

本年収入額 ５，０１０，０００円

２ 支 出 総 額 ４，８１７，３２６円

３ 翌 年 繰 越 額 １９２，６７４円

４ 本年収入の内訳

寄附 ５，０１０，０００円

個人分 ３，０１０，０００円

政治団体分 ２，０００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

横 山 博 幸 １，５００，０００円 東 温 市

筒 井 大 八 １，５００，０００円 高知県宿毛市

年間５万円以下のもの １０，０００円

（政治団体分）

維新の党本部 ２，０００，０００円 東京都千代田区

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ４，５２７，１４９円

人件費 １，００７，１４０円

光熱水費 １９４，２８７円

備品・消耗品費 １３４，４２７円

事務所費 ３，１９１，２９５円

政治活動費 ２９０，１７７円

組織活動費 ２４２，８７７円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４７，３００円

宣伝事業費 ４７，３００円

平成２９年３月２８日 発行
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